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平成１９年１２月１１日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成１８年(行ケ)第１０４１２号 審決取消請求事件

平成１９年１１月２０日口頭弁論終結

判 決

原告 船井電機株式会社

訴訟代理人弁護士 安江邦治

同弁理士 渋谷和俊

被告 特許庁長官 肥塚雅博

指定代理人 江畠博，山田洋一，森川元嗣，森山啓

主 文

１ 原告の請求を棄却する。

２ 訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第１ 請求

特許庁が訂正２００５－３９１１３号事件について平成１８年８月７日にし

た審決を取り消す。

第２ 当事者間に争いのない事実

１ 特許庁における手続の経緯

原告は，考案の名称を「磁気テープ装置」とする登録第２５３０９１６号

（平成４年６月１２日出願，平成９年１月１０日設定登録。）実用新案の実用

新案権者である。

原告は，平成１７年６月３０日，訂正審判請求をし，特許庁は，この審判請

求を訂正２００５－３９１１３号事件として審理した結果，平成１８年８月７

日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，同月１７日，審決

の謄本が原告に送達された。

２ 訂正審判請求の内容
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原告は，下記(1)の実用新案請求の範囲の請求項１を下記(2)のとおりに訂正

するとともに，明瞭でない記載の釈明を目的として登録明細書（甲第２号証）

の段落【０００５】を下記(3)のとおりに訂正することを請求した（訂正箇所

を下線で示す。）。

(1)「記録及び／または再生部をシャーシ内に組み込んだデッキ本体を，プリン

ト配線基板を底部に装備した装置筐体内に配置し，上記装置筐体を構成する

シャーシ底部から起立したデッキ取付け部に，上記デッキ本体のシャーシの

後部を取付け，支持するように構成した磁気テープ装置において，

上記装置筐体のシャーシ後部を構成するバックパネル部に近接して，上記

デッキ取付け部を配置，形成したことを特徴とする磁気テープ装置。」

(2)「記録及び／または再生部をシャーシ内に組み込んだデッキ本体を，パルス

・トランスを取り付けたプリント配線基板を底部に平面的に配設した装置筐

体内に配置し，上記装置筐体を構成するシャーシ底部から起立したデッキ取

付け部に，上記デッキ本体のシャーシの後部を取付け，支持するように構成

した磁気テープ装置において，

上記装置筐体のシャーシ後部を構成するバックパネル部に近接して，上記

デッキ取付け部を配置，形成したことを特徴とする磁気テープ装置。」

（以下，訂正後の請求項１に係る考案を「訂正考案」という。）

(3)「このため，本考案では，記録及び／または再生部をシャーシ内に組み込ん

だデッキ本体を，パルス・トランスを取り付けたプリント配線基板を底部に

平面的に配設した装置筐体内に配置し，上記装置筐体を構成するシャーシ底

部から起立したデッキ取付け部に，上記デッキ本体のシャーシの後部を取付

け，支持するように構成した磁気テープ装置において，上記デッキ本体を収

納するのに必要な最小な奥行で，上記装置筐体を構成するとともに，上記装

置筐体のシャーシ後部を構成するバックパネル部に近接して，上記デッキ取

付け部を配置，形成している。」
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（以下，訂正後の明細書を「本件明細書」という。）

３ 審決の理由

別紙審決書の写しのとおりである。要するに，訂正考案は，特開昭６１－１

２２９９０号公報（甲第３号証。以下，審決と同様に「刊行物１」という。）

及び特開平２－２３０５９２号公報（甲第４号証。以下，審決と同様に「刊行

物２」という。）に記載された考案並びに周知技術に基づいて当業者がきわめ

て容易に考案をすることができたものであるから，実用新案法３条２項の規定

により実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができたもの

ではなく，本件審判請求に係る訂正は，平成５年法律第２６号附則４条１項の

規定により，なお効力を有するものとされ，平成１５年法律第４７号による改

正後の平成５年法律第２６号附則４条２項によって読み替えられる実用新案法

３９条５項の規定に適合しないとするものである。

審決は，上記結論を導くに当たり，刊行物１記載の考案（以下「刊行物１考

案」という。）の内容並びに訂正考案と刊行物１考案との一致点及び相違点を

次のとおり認定した。

(1) 刊行物１考案の内容

記録／再生部をシャーシ内に組み込んだメカデッキ２，１２を，基板ユニ

ット８，１７を底部に装備したシャーシ枠体１，１１内に配置し，上記シャ

ーシ枠体１，１１を構成するシャーシ底面にボス状に一体形成されて設けら

れた保持部４，１４でメカデッキ２，１２の前部を保持し，シャーシ枠体１，

１１の底面にそれぞれ一体形成された保持部４（第７図），１５（第１図）

でメカデッキ２，１２の後部を保持するように構成した磁気記録再生装置に

おいて，

上記シャーシ枠体１，１１の略中央部（第７図ではシャーシ枠体の中央よ

り外部接続端子板側寄り）にメカデッキ２，１２の後部を保持する上記保持

部４，１５を配置，形成した磁気記録再生装置
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(2) 一致点

刊行物１考案の「基板ユニット８，１７」及び「メカデッキの後部を保持

する保持部４，１５」…（その余は省略）…は，訂正考案の「プリント配線

基板」及び「デッキ取付け部」…（その余は省略）…に，それぞれ相当し，

記録及び／または再生部をシャーシ内に組み込んだデッキ本体を，プリン

ト配線基板を底部に平面的に配設した装置筐体内に配置し，

上記装置筐体を構成するシャーシ底部から起立したデッキ取付け部に，上

記デッキ本体のシャーシの後部を取付け，支持するように構成した

磁気テープ装置である点

(3) 相違点

a 「プリント配線基板」に関し，訂正考案においては，パルス・トランスが

取り付けられているのに対し，刊行物１考案においては，このことについて

特に示されていない点（以下，審決と同様に「相違点ａ」という。）

b 「デッキ取付部」に関し，訂正考案においては，「装置筐体のシャーシ後

部を構成するバックパネル部に近接して，上記デッキ取付け部を配置，形成

した」ものであるのに対し，刊行物１考案においては，このことについて特

には示されていない点（以下，審決と同様に「相違点ｂ」という。）

第３ 審決取消事由の要点

審決は，訂正考案と刊行物１考案との一致点の認定を誤り，ひいては相違点

ａ及びｂについての判断を誤った（取消事由１及び２）ものであるところ，こ

れらの誤りがいずれも結論に影響を及ぼすことは明らかであるから，違法なも

のとして取り消されるべきである。

１ 取消事由１（相違点ａ判断の誤り）

(1) 刊行物１考案の「基板ユニット８，１７」は，訂正考案の「プリント配線

基板」に相当しない。

刊行物１の装置は，パルス・トランスを大きな１枚のプリント配線基板上
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に装着していないので，基板割れのような機械的損傷を受けることはない。

これに対し，本件明細書には，「プリント配線基板」が「一枚基板」，すな

わち，装置筐体１の底部の左右いっぱいに延伸した大きさでプリント配線基

板と同一の基板上に電源ユニットであるパルス・トランスを実装したもので

あることが記載されている。

審決は，請求項に直接的表現がないことをもって，訂正考案の「プリント

配線基板」が上記の「一枚基板」であることの記載がないというが，直接的

表現がないことだけで，訂正考案の構成・目的・作用効果を合目的的に解釈

することを否定すべき理由とはならない。また，審決は，刊行物１にパルス

・トランスの取り付けについて特に示されていない点を取り出して相違点ａ

と認定しており，訂正考案の本質に対する考察を欠いている。

(2) 訂正考案の装置筐体に振動が加わると，パルス・トランスが実装されたプ

リント基板においては，振幅の影響が増幅され，「デッキ本体２やプリント

配線基板５，…必要部品など」に「機械的損傷」が与えられ，「プリント配

線基板」には「機械的損傷」の一種である「基板割れ」が発生する。審決は，

パルス・トランスが発生させるプリント配線基板に対する機械的損傷という

解決課題を忘却し，パルス・トランスの重量と取付けられる箇所に関する考

察を怠っている。

２ 取消事由２（相違点ｂ判断の誤り）

(1) 刊行物１考案の「メカデッキの後部を保持する保持部４，１５」は，訂正

考案の「デッキ取付け部」に相当しない。

刊行物１記載の「保持部４」はシャーシ枠体の底面から起立しておらず，

「保持ボス４」及び「保持部１５」は，バックパネル部に近接して配置され

ていない。刊行物１の第８図(b)から明らかなように，「シャーシ枠体１」

は「１ｄ」と同じものではなく，かつ，シャーシ枠体１の底部は底面１ｇで

あり，１ｄはシャーシ枠体１の底部１ｇから起立状態にない。また，固定用
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ボス１５ａはシャーシ枠体の底部から起立する状態にはなっていない。

相違点として，「デッキ取付け部に取付けられるデッキ本体のシャーシの

後部の部位」を挙げず，刊行物１の「保持部」が訂正考案の「デッキ取付け

部」に相当するとした審決の認定は，訂正考案の本質的部分の検討を怠って

いる。

(2) 本件明細書の【従来の技術】のままでは，「装置筐体１内の一側に，記録

及び／または再生部を有するデッキ本体２を装着し，その後側にチューナ３，

入出力用のジャック４を配設し」ていたため（段落【０００２】），このま

までは，デッキ本体と装置筐体の後壁部との間隔を空けることなく，近接し

て配置することができないという阻害要因がある。そこで，訂正考案では，

デッキ本体と後壁部とを「近接」して配置するために，「チューナ３及びジ

ャック４は，上記デッキ本体２の側方に位置して，装置筐体１内に装備」す

ること（段落【０００７】）を明確にしたのである。

装置筐体全体の重量バランスをとり，剛性を高めようとするために，比較

的重量のあるメカデッキの取付け位置をできるだけシャーシ枠体壁面に近接

して取付ければよいが，訂正考案の出願当時，これを実現するためには，上

記の阻害要因を取り除かなければならなかった。

一般論として，高い剛性を確保する手段として「壁面への接近配置」が考

えられるとしても，抽象的なアイデアの域を出ず，考案の容易想到性とは別

次元のことである。

刊行物２は，メカブラケット１を「単に」装置筐体のシャーシ後部に近接

して配置，形成したものであり，訂正考案の課題解決の動機付けにもならな

い。装置筐体内の空間を有効に活用するという目的から，一般論として，筐

体内の各部材の配置関係を工夫することが想到されるとしても，直ちに「保

持部」を「シャーシ枠体」の中央部より更に後部寄りの位置に配置，形成す

る具体的構成が想到されるものではない。
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したがって，相違点ｂの判断は技術常識に基づかず，重量バランスの悪化

や剛性の低下を防ぎ，「一枚基板」における基板割れを防止することを解決

課題とする訂正考案の本質を見ない誤ったものである。

第４ 被告の反論の骨子

審決の認定判断はいずれも正当であって，審決を取り消すべき理由はない。

１ 取消事由１（相違点ａ判断の誤り）について

(1) 出願当初の明細書には，「一枚基板」の文言そのものが記載されていない

し，「大きな」とは何に比較してのものであるのかも不明で，記載がないし，

【図１】及び【図３】を参照しても，訂正考案のプリント配線基板が「一枚

基板」であり，その上にパルス・トランスが実装されているとの技術的事項

は把握されない。また，請求項１ではチューナ３などの部品の配置を工夫し

た記載は見当たらない。

パルス・トランスをプリント配線基板上に装着することについて，審決は，

刊行物１に「特に記載がない」と認定して相違点として挙げ，パルス・トラ

ンスの装着自体について特開平１－１３６５９２号公報（甲第５号証）を，

パルス・トランスのプリント配線基板上への装着について特開平３－４５０

６号公報（甲第６号証）を提示して周知の構成であると判断している。

(2) 本件明細書の詳細な説明にも「パルス・トランスが発生させるプリント配

線基板に対する機械的損傷という解決課題」は取り上げられていない。

２ 取消事由２（相違点ｂ判断の誤り）について

(1) 刊行物１の「保持ボス４」はシャーシ枠体１ｄに設けられ，シャーシ枠体

の底部から起立状態としており，「保持部１５」を形成する「横辺部１５

ｃ」は底面１１ａと一体形成されていて，シャーシ底部から起立状態にある。

また，「デッキ取付け部に取付けられるデッキ本体のシャーシの後部」は，

刊行物１の「メカデッキ２，１２の後部」（すなわち，刊行物１の取付部３，

１３）に相当する。
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(2) 訂正考案にはチューナや入出力用のジャックに関しての配設構成は全くな

いのであって，原告の主張は請求項１の記載に基づかない主張である。

一般的に，より高い剛性を確保する手段として壁面に接近した位置に配置

することは，周知技術であり，刊行物１考案において採用することは，当業

者がきわめて容易に行うことである。

「一枚基板」に関する主張は，請求項１及び本件明細書の記載に基づくも

のではないから，訂正考案には，一枚のプリント配線基板を前提として，

「近接」させるという技術思想における「一枚の」という限定はないし，当

然内在する構成であるともいえない。

第５ 当裁判所の判断

１ 取消事由１（相違点ａ判断の誤り）について

(1) 審決は，相違点ａとして「『プリント配線基板』に関し，訂正考案におい

ては，パルス・トランスが取り付けられているのに対し，刊行物１に記載さ

れた考案においては，このことについて特に示されていない点」を認定して

いるから，審決における「プリント配線基板」の語は，パルス・トランスの

有無を問わない，通常の「プリント配線基板」の意味で使用されていると認

められる。パルス・トランスの有無を除けば，訂正考案にも刊行物１考案に

も「プリント配線基板」が存在することは明らかであるから，この限度での

一致点の認定に誤りはない。

訂正考案の請求項１には，「プリント配線基板」に関して，「パルス・ト

ランスを取り付けたプリント配線基板を底部に平面的に配設した」との記載

があり，「パルス・トランスを取り付けた」，「プリント配線基板」を，

「底部に平面的に配置した」ことの記載はあるが，プリント配線基板の「大

きさ」については記載がなく，プリント配線基板の「枚数」を規定する記載

や，「パルス・トランスを取り付けたプリント配線基板」以外の「プリント

配線基板」の有無についても記載がない。したがって，請求項１の記載から，
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「プリント配線基板」が原告が主張するところの「大型（ここでいう大型と

は，装置筐体１の底部の左右いっぱいに延伸した大きさを意味する）のプリ

ント配線基板と同一の基板上に電源ユニットであるパルス・トランスを実装

したもの」，すなわち「一枚基板」であるとは認められない。

(2) 本件明細書には，「プリント配線基板」について，以下の記載がある。

ア「【従来の技術】従来，この種の磁気テープ装置は，図３および図４に示

すように，装置筐体１内の一側に，記録及び／または再生部を有するデッ

キ本体２を装着し，その後側にチューナ３，入出力用のジャック４を配設

し，また，上記装置筐体１の他側に位置して，上記装置筐体１の底部に平

面的に配設したプリント配線基板５上に，パルス・トランス６などの部品

を装着した構造になっている。・・・」（段落【０００２】）

イ「【考案が解決しようとする課題】このような構成では，上記デッキ本体

２の荷重のかなりの部分は，上記デッキ取付け部１Ｄを介して，上記装置

筐体１のシャーシ底部１Ａに負荷されることになる。しかし，上記デッキ

取付け部１Ｄは，寸法Ａで示すように，バックパネル部１Ｃから可成り離

れているため，上記磁気テープ装置の運搬などに際し，装置筐体に振動が

加わると，デッキ本体の慣性質量で，シャーシ底部１Ａに曲げ応力が発生

した時，相当の振幅動作を受ける。従って，上記装置筐体１を構成するシ

ャーシの厚みを十分確保し，その剛性を高めないと，全体として，一つに

組み立てられたデッキ本体２やプリント配線基板５，これらに組み付けら

れた必要部品などに，機械的損傷を与えるおそれがある。しかし，これで

は，磁気テープ装置全体の軽量化を阻害することになる。」（段落【００

０３】）

ウ「【課題を解決するための手法】このため，本考案では，記録及び／また

は再生部をシャーシ内に組み込んだデッキ本体を，パルス・トランスを取

付けたプリント配線基板を底部に平面的に配設した装置筐体内に配置し，
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上記装置筐体を構成するシャーシ底部から起立したデッキ取付け部に，上

記デッキ本体のシャーシの後部を取付け，支持するように構成した磁気テ

ープ装置において，・・・」（段落【０００５】）

エ「【実施例】以下，本考案の一実施例を図１および図２を参照しながら具

体的に説明する。なお，従来の説明で示した構成部分は，同じ符号を用い

て図示し，以下の実施例では説明を省略する。特に，本考案の特徴とする

部分は，装置筐体１の構成，および，必要部品の配置にある。すなわち，

上記装置筐体１は，デッキ本体２を収納するのに必要な最小の奥行になる

ように，前後に短縮された構造になっていて，チューナ３およびジャック

４は，上記デッキ本体２の側方に位置して，装置筐体１内に装備されてい

る。この実施例では，上記チューナ３は，衝立て形をしており，プリント

配線基板５に組み込まれたスイッチ回路および上記プリント配線基板５の

上に取り付けたパルス・トランス６などの高周波ノイズ発生源に対する障

壁として機能している。」（段落【０００７】）

オ「【考案の効果】本考案は，以上詳述したように，記録及び／または再生

部をシャーシ内に組み込んだデッキ本体を，プリント配線基板を底部に装

備した装置筐体内に配置し，上記装置筐体を構成するシャーシ底部から起

立したデッキ取付け部に，上記デッキ本体のシャーシの後部を取付け，支

持するように構成した磁気テープ装置において，上記デッキ本体を収納す

るのに必要な最小の奥行で，上記装置筐体を構成するとともに，上記装置

筐体のシャーシ後部を構成するバックパネル部に近接して，上記デッキ取

付け部を配置，形成しているので，シャーシの厚さを補わなくても，振動

に対して十分な剛性を確保し，必要部品などに，上記振動に基く機械的損

傷を与えないという実用上の効果を得ることが出来る。」（段落【００１

０】）

カ 図１～４に，プリント配線基板５が，装置筐体の底部に配置されている
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ことが図示されている。

上記の記載中に，プリント配線基板の大きさや枚数等について，原告の主

張する「一枚基板」であることを定義した記載はないから，結局，本件明細

書を参照しても，訂正考案の「プリント配線基板」が「大型（ここでいう大

型とは，装置筐体１の底部の左右いっぱいに延伸した大きさを意味する）の

プリント配線基板と同一の基板上に電源ユニットであるパルス・トランスを

実装したもの」であると解釈すべき記載はない。

以上のとおり，訂正考案の「プリント配線基板」が原告の主張する「一枚

基板」を意味するとは認められないから，これを前提とする原告の主張は，

いずれも採用することができない。

(3) 本件明細書の詳細な説明中には，パルス・トランスの「重量」や「磁気テ

ープ装置筐体の底部に平面的に配設したプリント配線基板」におけるパルス

・トランスが「取り付けられる箇所」を限定した記載はないし，「パルス・

トランスが発生させるプリント配線基板に対する機械的損傷という解決課

題」についても記載がない。したがって，審決に，パルス・トランスが発生

させるプリント配線基板に対する機械的損傷という解決課題を忘却し，パル

ス・トランスの重量と取付けられる箇所に関する考察を怠った点はなく，相

違点ａについての審決の判断に，原告の主張する誤りは認められない。

２ 取消事由２（相違点ｂ判断の誤り）について

(1) 「保持部４」について，刊行物１に，「従来の一般的なＶＴＲのシャーシ

構造を第７図，第８図に概略的に示す。図において，１はプラスチック等で

一体成形されたシャーシ枠体，２はメカデッキで，これは取付穴３ａを有す

る取付部３を備え，上記シャーシ枠体１に設けられた保持ボス４にネジ５ａ

で螺着されている。」（２頁左上欄２～７行）との記載がある。

上記の記載並びに第７図及び第８図によれば，「保持部４」は，シャーシ

枠体１に設けられ，シャーシ枠体から起立状態にあると認められる。
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原告は，「保持部４」について，刊行物１の「第８図（ｂ）から明らかな

とおり，「シャーシ枠体１」は「１ｄ」と同じものではなく，かつシャーシ

枠体１の底部は底蓋１０が螺着される底面１ｇであり，１ｄはシャーシ枠体

１の底部１ｇから起立状態にない」と主張するが，第８図（ａ）の「１ｄ」

については，明細書中に名称も機能も記載がないため，これをシャーシ枠体

１と異なる要素と解することはできず，上記（ａ）においては，「保持部

４」はシャーシ枠体１に設けられ，かつ，同枠体から起立状態にあるものと

いうことができる。

(2) 次に，「保持部１５」について，刊行物１には，次の記載がある。

ア「本発明は，磁気記録再生装置のシャーシ構造において，天面が開放され

た箱状のシャーシに上部のみから部品を取付けるようにし，またメカデッ

キの後部をシャーシ枠体にアーチ状に形成された第２保持部により保持し，

このアーチ状の第２保持部とシャーシ枠体の底面との間に１ブロックに集

約された基板ユニットを摺動自在に装着するようにしたものである。」

（２頁左下欄１６行～右下欄３行）

イ「第１図はこの発明の一実施例を概略的に示す斜視図であり，第２図はそ

の断面側面図である。図において，１１はプラスチック等で一体成形され

たシャーシ枠体で，天面が開放された箱状となっている。１２はメカデッ

キで，従来例と同じく取付穴１３ａを有する取付部１３を備えている。

上記シャーシ枠体１１の前部にはメカデッキ１２の前部を保持するため

の第１保持部１４が設けられており，これはシャーシ枠体１１の底面１１

ａにボス状に一体形成されており，また上記シャーシ枠体１１の略中央部

には，メカデッキ１２の後部を保持するための第２保持部１５が形成され

ている。この第２保持部１５は平面Ｌ字状のもので，その縦辺部１５ｄの

先端，横辺部１５ｃはそれぞれシャーシ枠体１１の側面１１ｅ，底面１１

ａに一体形成され，これにより上記縦辺部１５ｄはシャーシ枠体１１の底
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面１１ａに対してアーチ状になっており，また該縦辺部１５ｄには固定用

ボス１５ａと仮止め穴１５ｂが形成されている。このようにしてメカデッ

キ１２はその前部を第１保持部１４に，後部を第２保持部１５の固定用ボ

ス１５ａにネジ１６ａにより固着されている。」（２頁右下欄１１行～３

頁左上欄１２行）

ウ 第１図には，メカデッキ１２後部の取付部１３の取付穴１３ａと，第２

保持部１５の固定用ボス１５ａを，ネジ１６ａにより固着することが，図

示されている。

これらの記載によれば，刊行物１の第１図の実施例において，第２保持部

１５は，縦辺部１５ｄと，横辺部１５ｃとからなる平面Ｌ字状のものであり，

横辺部１５ｃはシャーシ枠体１１の底面１１ａに一体形成され，メカデッキ

１２後部の取付部１３の取付穴１３ａと，第２保持部１５の固定用ボス１５

ａを，ネジ１６ａにより固着することが認められる。

審決は，「刊行物１に記載された考案における『メカデッキの後部を保持

する保持部４，１５』は，シャーシ枠体１，１１（装置筐体のシャーシ）の

底面に一体形成される（保持部１５については，その一部をなす『横辺部１

５ｃ』は底面１１ａと一体形成されている），すなわち『シャーシ底部から

起立』して形成され，メカデッキ１２（デッキ本体）の後部を取り付け保持

するものであるから，その限りで上記『保持部４，１５』は訂正考案におけ

る『デッキ取付け部』に相当する」としているところ，上記のように，保持

部４，保持部１５を全体としてみれば，メカデッキの後部を保持しており，

しかも底面に一体形成されているものであるから，両者は機能的には全く同

じであり，審決の上記判断に誤りはない。

また，「保持ボス４」及び「保持部１５」のバックパネル部への近接配置

については，審決は，相違点ｂとして認定して，判断を示しているから，一

致点の認定に誤りはない。
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(3) 原告は，相違点として，「デッキ取付け部に取付けられるデッキ本体のシ

ャーシの後部の部位」を挙げなかった審決の認定は，訂正考案の本質的部分

の検討を怠っていると主張する。

ア 刊行物１には，以下の記載がある。

a 「従来の一般的なＶＴＲのシャーシ構造を第７図，第８図に概略的に示す。

図において，１はプラスチック等で一体成形されたシャーシ枠体，２はメ

カデッキで，これは取付穴３ａを有する取付部３を備え，上記シャーシ枠

体１に設けられた保持ボス４にネジ５ａで螺着されている。」（２頁左上

欄２～７行）

b 第１図には，メカデッキ１２後部の取付部１３の取付穴１３ａと，第２

保持部１５の固定用ボス１５ａを，ネジ１６ａにより固着することが，図

示されている。

イ これらの記載並びに前記(2)ア及びイの記載からすれば，刊行物１考案の

「メカデッキ２，１２の後部」（すなわち，刊行物１の取付部３，１３）は，

メカデッキ２，１２後部の取付部３，１３の取付穴３ａ，１３ａにより，保

持部４，１５に取り付けられることが開示されている。

したがって，刊行物１の「メカデッキ２，１２の後部」は，訂正考案の

「デッキ取付け部に取付けられるデッキ本体のシャーシの後部」に相当する

ことは明らかであり，審決は，この点を刊行物１考案と訂正考案の一致点の

構成として認定しているから，訂正考案の本質的部分の検討を怠ったもので

はない。

(4) 原告は，本件明細書の【従来の技術】のままでは，デッキ本体と装置筐体

の後壁部との間隔を空けることなく，近接して配置することができないとい

う阻害要因があるから，訂正考案では，この阻害要因を取り除かなければな

らず，デッキ本体と後壁部とを「近接」して配置するために，「チューナ３

及びジャック４は，上記デッキ本体２の側方に位置して，装置筐体１内に装
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備」することを明確にしたと主張する。

訂正考案の請求項１には，バックパネル部との配置に関し，「上記装置筐

体のシャーシ後部を構成するバックパネル部に近接して，上記デッキ取付け

部を配置，形成した」と記載されているのみであり，「後壁部との間隔を空

けることなく」との記載はない。また，チューナ３及びジャック４の配置を

特定する記載はない。したがって，訂正考案は，デッキ取付け部を，バック

パネル部に近接して配置，形成しさえすればよいのであり，デッキ取付け部

とバックパネル部との間に，チューナ３やジャック４を配置する態様も含む

ものであるから，原告の主張は，実用新案登録請求の範囲の記載に基づかな

いものであって，採用することができない。

また，仮に，デッキ取付け部を，バックパネル部に近接させて配置する場

合に，「デッキ本体の後部と装置筐体の後壁部との間にチューナ及び入出力

用のジャックを設ける空間がない」のであれば，チューナ３及びジャック４

を，デッキ本体２が配置される側を避けて，空いているデッキ本体２の側方

に配置することは，必要に応じて当業者が適宜行えばよい技術的な設計事項

である。

(5) 原告は，刊行物２は，メカブラケット１を「単に」装置筐体のシャーシ後

部に近接して配置，形成したものであり，訂正考案の課題解決の動機付けに

もならないと主張する。

審決は，相違点ｂの判断において，刊行物２は，「リアケース２５（「バ

ックパネル部」に相当）がアッパーケース２４，ロワーケース２３の後縁部

に沿って取り付けられているものであるから，刊行物２の第１図に記載のも

のにおいても，アッパーケース５，ロワーケース６の後端部にリアケース

（バックパネル部）が取付けられるものであり，その場合，アッパーケース

５及びロワーケース６のねじ孔５ａ及び６ａが設けられている側に近接する

後部位置にリアケース（バックパネル部）が取付けられることは明らかであ
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る」から，刊行物１考案の「保持部４，１５」（デッキ取付け部）を「単に

シャーシ枠体１，１１（装置筐体のシャーシ）の中央部よりさらに後部側寄

りの位置，すなわち装置筐体のシャーシ後部に近接して配置，形成するこ

と」が公知であることを示すために引用されたものである。したがって，原

告の上記主張は，審決を正解しないものであり，採用することができない。

(6) 審決は，相違点ｂに関して，「筐体内の限られた空間をできるだけ有効に

活用するために，特段の理由がなければ各部品同士，各部品とシャーシ壁部

との間隔を空けることなく近接して配置した方がよいこと」，「装置筐体全

体の重量バランスをとり，剛性を高めようとする場合，比較的重量のあるメ

カデッキ２，１２（デッキ本体）のシャーシ枠体１，１１（装置筐体のシャ

ーシ）への取付け位置をできるだけシャーシ枠体１，１１（装置筐体のシャ

ーシ）壁面に近接して取付ければよいこと」が「機械的にみてその構造上明

らか」なことを踏まえて，「刊行物１に記載された考案においても，シャー

シ枠体１，１１（装置筐体のシャーシ）内の空間を有効に活用してメカデッ

キ２，１２（デッキ本体）を配置するとともにシャーシ枠体１，１１（装置

筐体のシャーシ）全体の重量バランスをとり，剛性をさらに高めるために」，

「刊行物２に記載されたもののように，単にシャーシ枠体１，１１（装置筐

体のシャーシ）の中央部よりさらに後部側寄りの位置，すなわち装置筐体の

シャーシ後部に近接して配置，形成することは当業者がきわめて容易に想

到」することができたものであるとの判断を示したものであり，目的から直

ちに具体的構成を導いたものではない。

また，前記１(1)のとおり，訂正考案の「プリント配線基板」が原告の主

張する「一枚基板」であると解釈することはできないから，訂正考案の課題

や奏する効果につき，「一枚基板」を前提とする主張を採用することはでき

ない。

原告は，相違点ｂの判断につき，審決の認定判断について縷々主張するが，
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審決を正解しないでされたもの又は仮に認定が誤っていても審決の結論を左

右しないものであり，いずれも採用することができない。

したがって，相違点ｂについての審決の判断に誤りはない。

３ 結論

以上に検討したところによれば，審決取消事由にはいずれも理由がなく，審

決を取り消すべきその他の誤りは認められない。

よって，原告の請求は理由がないから棄却することとし，主文のとおり判決

する。
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